
 

徳島県監査委員公表第９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づく職員措置請

求に係る監査の結果について、同条第５項の規定により、次のとおり公表する。 

令和８年６月２日 

                                            徳島県監査委員  鹿 山 公 弘    

                                            同              大 西 康 生    

                                            同              福 山 正 啓  

                                            同              木 下 賢 功 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づく職員措置請

求に係る監査の結果は、次のとおりである。 

    令和８年５月２１日 

                                            徳島県監査委員  鹿 山 公 弘    

                                            同              大 西 康 生    

                                            同              福 山 正 啓  

                                            同              木 下 賢 功 

                                            

第１ 請求の受付 

１ 請求書の提出 

令和８年４月１日に、Ａから提出された徳島県職員措置請求書（以下「措置請求

書」という。）は、同日受け付けた。 

 

２ 請求の要旨 

（１）請求の趣旨 

徳島県知事（以下「知事」という。）が令和６年度に交付した政務活動費のう

ち、徳島県議会議員・仁木啓人氏（以下「仁木議員」という。）が支出した１，７

３７，４３５円は違法又は不当である。 

よって、知事に対し、仁木議員へ不当利得の全額を返還請求する措置を求める。 

（請求の対象は、知事のほか、徳島県議会議長及び徳島県議会議員仁木啓人氏（以

下「議長等」という。）となっている。） 

 

（２）請求の理由 

    本件支出は、以下の法的根拠に明確に違反する不当な公金支出である。 

 

   （法的根拠） 

   ①地方自治法（第１００条の２（政務活動費は「議員の調査研究その他の活 



 

動に資するため必要な経費の一部」と厳格に限定） 

 

②最高裁判所平成２５年１月２５日判決（目黒区政務調査費事件）「議員活動

を離れた活動や、客観的な目的・性質に照らして調査研究活動との合理的関

連性が認められない経費は支出できない」と明言。 

 

③徳島県政務活動費条例および運用方針（私的目的を含む支出は不適当とし、

政策活動と私的活動が混在する場合は按分上限１／４程度） 

 

（具体的な違反行為） 

①大学院学費の全額支出（７２３，４３０円・１０／１０充当） 

関東学院大学大学院の学費は私的目的（自己研鑽・学位取得）が主であり、

最高裁平成２５年１月２５日判決の「合理的関連性」要件を満たさない。徳

島県政との関連性が極めて薄く、遠方私立大学の選択に客観的必然性がない

ため、運用指針に違反。 

 

②成果物と請求金額の著しい乖離（５９４，０００円・１０／１０充当） 

株式会社ワーズブレーンに対する「会議録要旨作成費」。成果物は単なる文字

データ数枚に過ぎず、民間相場を著しく超過。地方自治法第１００条の２の

趣旨に反する不当支出。 

 

③人件費の支出（２００，０００円） 

業務内容・勤務実態を証明する資料が一切なく、合理的関連性が認められな

い。 

 

④按分率の不自然調整（デザイン料８５％充当） 

年度末に８５％という客観的根拠のない按分率を適用し、予算残額を意図的

に０円に調整した疑い。最高裁平成２５年１月２５日判決の合理的関連性判

断基準に違反し、予算消化目的の作為的支出である。 

 

（（法的根拠）及び（具体的な違反行為）の内容は措置請求書原文のまま抜粋） 

 

（以上、おおむねこのように解する。事実証明書の記載は省略する。） 

 

なお、請求人が、政務活動費は「議員の調査研究その他の活動に資するため必要

な経費の一部」として、「地方自治法第１００条の２」の条文を示している（（法的



 

根拠）①及び（具体的な違反行為）②）が、これは「地方自治法第１００条第１４

項」であることを確認している。 

また、「人件費の支出（２００，０００円）」（（具体的な違反行為）③）の金額は、

請求人から提出のあった事実証明書のうち、「活動報告書兼領収書等添付票」で示

されている「１９４，５００円」であることを確認している。 

 

第２ 監査委員の除斥 

本件請求の監査にあたり、仁木啓人監査委員は、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。）第１９９条の２の規定により除斥とした。 

 

第３ 請求の受理 

本件請求は、令和８年４月９日に所要の法定要件を具備しているものと認め、受   

  理することとした。 

 

第４ 監査の実施 

１ 監査対象事項 

本件請求に係る支出（以下「本件支出」という。）を監査対象として、財務会計

上、違法又は不当な支出にあたるか否かについて監査を実施した。 

なお、本件請求では、知事のほか、議長等を請求の対象としているが、議長等は

財務会計行為を行うことができないことから、財務会計上の行為又は怠る事実を監

査の対象とする法定要件を欠いた請求であるため、監査の対象と認められない。 

   

２ 請求人の証拠の提出及び陳述 

請求人に対し、法第２４２条第７項の規定に基づき、令和８年５月７日に証拠の

提出及び陳述の機会を設けた。 

請求人は期日に証拠を提出し、陳述により主張する内容の補足を次のとおり行っ

た。 

大学院学費については、調査研究活動との間の合理的関連性が認められる経費が

含まれていても、県政課題と関連性の薄い講義や私的利益の形成に該当する活動が

混在するため、「私的活動が混在する場合」の基準である４分の１を上限とする按

分割合を適用すべきである。 

会議録要旨作成費については、市場の適正価格（請求人が聴取した見積書による）

のおよそ４．５倍から５．８倍という著しく高額な水準に達しており、法が定める

経済性の原則を逸脱している。 

人件費については、常に５０％の割合で従事したとする記録が、事後的に形式的

に作成された疑義を拭えない。 



 

デザイン料の支出対象である印刷物は、「後援会活動ＰＲ媒体」としての性質を

強く帯びているため、面積割合等にかかわらず、「私的活動が混在する場合」の適

正な按分割合の上限である４分の１を適用すべきである。 

 

（請求人の証拠及び陳述は、おおむね上記のとおりで、措置請求書記載事項の範囲

をこえてなされたものではないと解する。） 

 

３ 監査対象機関に対する監査の実施 

徳島県議会事務局総務課（以下「議会事務局」という。）を監査対象機関と定め、

当該機関に対し監査資料等の提出を求め、令和８年５月７日に監査を行った。 

 

４ 関係人調査の実施 

請求人の主張に係る事実状況を把握するため、法第１９９条第８項の規定に基づ

く調査（以下「関係人調査」という。）を、令和８年５月８日、仁木議員に対し、実

施した。 

 

第５ 監査の結果 

１ 事実関係の確認 

議会事務局に対する監査及び関係人調査から把握した事実は、おおむね次のとお

りである。 

 

（１）政務活動費の制度について 

ア 法における規定について 

政務活動費は、法第１００条第１４項において「普通地方公共団体は、条例

の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため

必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費

を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、

額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、

条例で定めなければならない。」、同条第１５項において「前項の政務活動費の

交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に

係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録（略）をもって議長に報告する

ものとする。」、同条第１６項において「議長は、第１４項の政務活動費につい

ては、その使途の透明性の確保に努めるものとする。」とし、制度の基本事項が

規定されている。 

 

イ 条例について 



 

徳島県においては、法の規定に基づき、徳島県議会の議員の調査研究その他

の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関

して、徳島県政務活動費の交付に関する条例（以下「条例」という。）を制定し

ている。 

 

（ア）政務活動費を充てることができる経費の範囲 

政務活動費は、会派又は議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請

陳情、住民相談、各種会議への参加等の県政の課題及び県民の意思を把握し、

県政に反映させる活動その他の県民の福祉の増進を図るために必要な活動

（以下「政務活動」という。）に要する経費であって別表に掲げるものに充て

ることができるものとする。（条例第２条第１項） 

別表には、政務活動に要する経費について、項目ごとに内容が定められて

いる。 

 

（イ）政務活動費の交付対象 

政務活動費は、会派に対し交付する。（条例第３条） 

 

（ウ）政務活動費の額等 

政務活動費は、月額２０万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を

会派に対し交付する。（条例第４条第１項） 

 

（エ）政務活動費の請求及び交付 

会派の代表者は、毎四半期の最初の月の２０日までに、当該四半期に属す

る月数分の政務活動費を知事に請求するものとする。（条例第７条第１項） 

知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交

付するものとする。（条例第７条第２項） 

 

（オ）収支報告書等 

会派の代表者は、議長が別に定めるところにより、政務活動費に係る収入

及び支出の報告書（以下「収支報告書」という。）を毎年度終了日の翌日から

起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。（条例第８条第１項） 

提出の際には、収支報告書に政務活動の実施内容を記載した書面及び政務

活動費による支出を行った事実を証する領収書その他の書面（以下「領収書

等」という。）の写しを添付しなければならない。この場合において、社会慣

習その他の事情により領収書等を取得することが困難であるときは、政務活

動費による支出の使途及び内容、金額、相手方並びに年月日を記載した書面



 

（以下「支払証明書」という。）の写しをもって領収書等の写しに代えること

ができる。（条例第８条第３項） 

 

（カ）透明性の確保 

議長は、収支報告書及び訂正報告書並びにこれらに係る政務活動の実施内

容を記載した書面、領収書等及び支払証明書の写し（以下「収支報告書等」

という。）が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正

な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。（条例

第９条） 

 

（キ）政務活動費の返還 

会派の代表者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額からそ

の年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある

場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならな

い。（条例第１０条第３項） 

 

ウ 規程について 

徳島県政務活動費の交付に関する規程（以下「規程」という。）において、条

例に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めている。 

条例第８条第１項の収支報告書の様式は様式第６号によるものとする。（規

程第４条） 

 

エ ガイドラインについて 

政務活動費の使途、手続等に関する指針（政務活動費ガイドライン）（以下

「ガイドライン」という。）は、条例第２条第２項に基づき、議長が、政務活動

費の使途基準及びその運用方針並びに関係手続等を定めたものであり、会派又

は議員は同条第３項の規定により、このガイドラインに従って政務活動費を使

用しなければならないこととされている。 

ガイドラインの主な内容は、次のとおりである。 

 

（ア）政務活動費の基本的な考え方 

ａ 政務活動費の充当に当たっての原則 

（ａ）実費弁償の原則 

政務活動は、会派又は議員の自発的な意志に基づいて行われるもので 

あることから、政務活動費は、社会通念上妥当と考えられる範囲のもの 

であることを前提とした上で、会派又は議員が行う政務活動に要した費 



 

用の実費に充当（実費弁償）することを原則とするとされている。 

     （ｂ）説明責任の原則 

        使途についての指針（本ガイドライン）は、充当に際しての判断基準

を示すものであるが、政務活動の形態は、それぞれの会派及び議員によ

り異なるため、個々の支出内容に係る充当適否の最終的な判断は会派及

び議員が行うことになる。 

政務活動費が公費であることを十分認識し、会派及び議員は、その使 

途については、その目的及び内容が適正なものであることを県民に対し 

自ら説明責任を果たさなければならない。 

（ｃ）透明性の原則 

        政務活動について、県民の理解が得られるためには、透明性が確保さ

れていることが前提となり、県民への説明責任を果たすためには、会派

及び議員において、全ての支出に係る証拠書類等を整理・保存しておか

なければならない。 

 

ｂ 按分の考え方 

一般に議員の活動は、政務活動のほか、その他の議員活動（政党活動、

後援会活動等）や私的活動などが混在する場合があり、一つの活動が政務

活動としての性格とそれ以外の諸活動の性格を同時に有し、渾然一体とな

っていることが多い。 

そのため、政務活動とその他の議員活動等とが混在する場合、合理的か

つ客観的に説明することができる場合は、その割合（活動実績に応じた割

合）で按分するものとし、合理的に説明することが困難な場合は、次を上

限とする割合でもって適切に按分するものとするとされている。 

 

〇 政務活動とその他の議員活動とが混在する場合 

政務活動費充当 １／２ 

〇 政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合 

政務活動費充当 １／４ 

 

（イ）使途基準 

条例第２条第１項別表に定める経費について、項目ごとに内容と具体的な

政務活動例及び経費が例示されているほか、政務活動費としての支出が不適

当な例や政務活動費としての支出を自粛する経費についても示されている。 

さらに、使途基準の運用方針では、政務活動に要する経費を、共通項目（交

通費及び宿泊費）とそれ以外の個別項目に区分し、対象となる政務活動の考



 

え方及び留意事項が定められており、支出報告書に添付するその他の支出証

拠書類や按分についても個別に示されている。 

 

     ａ 政務活動費としての支出が不適当な事例 

「政党活動経費への支出」、「選挙活動経費への支出」、「後援会活動経費

への支出」、「私的経費への支出」、「会費として支出するのに適しない例」、

「会議費として支出するのに適しない例」、「事務所費として支出するのに

適しない例」及び「その他支出に適しない経費」の８項目について、それ

ぞれどのような経費が支出に適しないか具体的に例示されている。 

「私的経費への支出」の適しない例の一つとして、私的目的のために使 

用する経費が示されている。 

 

     ｂ 政務活動費としての支出を自粛する経費 

       事務所費及び人件費について、自粛する経費が定められている。 

人件費については、 

・配偶者、二親等以内の親族及び同一生計者への人件費 

・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人職員への人件費 

・自己が実質支配する法人職員への人件費 

ただし、一般的な政務活動業務補助ではなく、議員本人が身体介護を要 

する等の特殊な理由がある場合は除く。 

が示されている。 

 

ｃ 使途基準の運用方針 

（ａ）調査研究費 

調査研究費の内容は、「会派又は議員が行う県の事務、地方行財政等 

に関する調査研究（視察を含む。）及び調査の委託に要する経費」と規 

定されている。 

具体的な政務活動例として、 

・県内･外調査及び海外調査（視察を含む。） 

・各種議員連盟（政策の勉強や提言を目的とするものに限る。）活動 

・国等からの説明聴取 

・住民へのアンケート調査 

・学識経験者及び研究機関等への調査委託 等 

が示されている。 

なお、政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが 

混在する場合、合理的に説明できる場合は、その割合で、合理的に説明 



 

することが困難な場合は、基本的な按分の考え方に基づき、原則１／２ 

又は１／４を上限とする割合で適切に按分するものとされている。  

 

（ｂ）資料作成費 

        資料作成費の内容は、「会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成

するために要する経費」と規定されている。 

具体的な政務活動例として、 

・資料作成（調査研究活動等以外のもの。） 

・県議会質問用パネルの作成 

が示されている。 

経費の例示として、 

・印刷製本費 

・原稿料 

・写真代 

・パネル作成料 

・資料作成委託費 

・翻訳料 等 

があげられている。 

        なお、政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが

混在する場合は、合理的に説明できる割合又は１／２を上限とする割合

で適切に按分した額について政務活動費として支出できるとされてい

る。 

合理的に説明できる場合として、紙（誌）面の面積・分量等の合理的

な方法により、政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）

の内容を按分する場合の按分割合（％）は、 

「（政務活動を内容とする面積・分量等÷紙（誌）面の総面積・総分量等） 

×１００」 

とされている。 

 

（ｃ）人件費 

人件費の内容は、「会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用す 

る経費」と規定されている。 

具体的な政務活動例として、 

・政務活動を補助する職員を常時又は臨時に雇用 

が示されている。 

経費の例示として、 



 

・常時雇用職員の給与 

・各種手当及び社会保険料 

・臨時雇用職員の賃金及び社会保険料 

があげられている。 

また、支出報告書に添付するその他の支出証拠書類は、雇用形態に応 

じて、 

・雇用契約書 

・職員従事協定書  

・勤務実績表兼領収書 

とされている。 

なお、人件費の按分については、政務活動とその他の議員活動（政党 

活動、後援会活動等）とが混在する場合、合理的に説明できる場合は、 

その割合で、合理的に説明することが困難な場合は、原則１／２を上限 

とする割合で適切に按分するものとされている。 

合理的に説明できる場合とは、職員等の日々の勤務時間、政務活動へ 

の従事時間、具体的な業務内容等を記載した勤務実績表により政務活動 

への従事割合を書面で明確に説明できる場合である。 

政務活動とその他の議員活動とが混在する場合は、政務活動費への充 

当を１／２としている。 

 

（ウ）収支報告書等の提出について 

政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、収支報告書を議長に提出しな

ければならず、収支報告書には、領収書等の写しを添付しなければならない

と定められている。 

 

（２）本件請求の監査対象事項に係る政務活動費の交付について 

令和６年度の政務活動費に係る交付手続については、新しい県政を創る会に対

して、令和６年４月１日付けで、所属議員５名分の１，２００万円（２０万円×

５名×１２月）の交付決定を行い、四半期ごとに支出している。 

交付を受けた新しい県政を創る会は、条例第８条第１項及び第３項の規定に基

づき、令和６年度の政務活動費に係る収支報告書等を令和７年４月３０日に提出

し、条例第１０条第３項の規定に基づき、残余は令和７年６月２６日に返還して

いる。 

なお、会派は、所属議員に、会派の政務活動の一部を委任することができ（会

派における政務活動費支出等事務処理要領第２条第１項）、交付決定を受けた政

務活動費のうち、会派が使用する分を除いて、所属議員への委任額を決定する（同



 

要領第２条第３項）。新しい県政を創る会では、所属議員への委任額は１名につ

き１，９９８，０００円であり、仁木議員の支出額は１，９９３，８３０円であ

る。 

 

（３）監査対象事項について議会事務局から確認したこと 

本件請求の監査対象事項に係る政務活動費の手続と請求人が違法支出とする

各支出項目について、議会事務局から確認した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

ア 議会事務局における政務活動費に係る手続について 

所属議員への交付にあたっては、毎四半期ごとに、当該議員から会派代表者

に対して政務活動費の支出報告書が提出される。会派としての支出分について

は、毎四半期ごとに、会派の経理責任者から会派代表者に対して支出報告書が

提出される。これらの際に、議会事務局において、書類の不備や金額の計算誤

りの有無を確認し、按分計算の要否等、個別の支出内容について議員又は会派

の経理責任者に対し聞き取りを行い、条例、規程及びガイドラインに基づき、

政務活動に要する経費として適正に執行されていることを確認している。 

また、所要の確認を行った上、議会事務局長以下の事務局職員で構成する政

務活動費調査委員会において、提出された書類について、適正支出であるかど

うかの確認を行っている。 

 

イ 請求人が違法又は不当な支出とする各支出項目について 

（ア）調査研究費（大学院学費） 

請求人は、大学院学費７２３，４３０円を政務活動費から不当に支出した

と指摘するが、政務活動費から支出したのは授業料５７３，４３０円である。 

請求人主張の金額との差異（１５０，０００円）は、入学金であると思料さ

れるが、これについては仁木議員の私費で支払われている。 

請求人が引用する判例（平成２５年１月２５日最高裁判所第二小法廷）で

は、「議員としての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客

観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる調査研究活動と

の間に合理的関連性が認められない行為に関する経費はこれに該当しない」

とされているところである。 

一方、大学院授業料について、次のとおり使途基準に基づく判例があり、

いずれも大学院における研究と、議員の調査研究活動との間に合理的関連性

が認められている。 

・「議員就任前から大学院に在籍していたとしても、議員就任後の期間に対



 

応する学費については、（略）政務調査活動との合理的関連性を明らかに欠

くとまではいえない」（平成２８年３月１１日東京地方裁判所） 

・「公共政策科学専攻課程は、現代社会が直面する諸問題を「公共性」及び「公

共財」の観点から解明し、その解決策を立案する能力を持った人材を育成

することを目的とし、（略）議員としての調査研究活動との合理的関連性に

欠けるということはできない」（平成２９年３月３０日広島高等裁判所岡

山支部） 

こうした判例に照らし合わせると、仁木議員は関東学院大学大学院法学研 

究科（地域創生専攻）に在籍し、地方自治を取り巻く諸課題等について研究

していることから、議員の調査研究活動と合理的関連性を有し、本件支出は

適法であると考える。 

 

（イ）資料作成費（会議録要旨作成費関係、デザイン料関係） 

議事録要約は、県政報告書の基礎資料とするため、延べ３０委員会につい

て、質疑を要約した上で、加筆・修正を行い、体系的な報告書へ再構成した

編集・構成業務であり、１委員会当たりに換算すると１９，８００円で、著

しく高額とまではいえないものと考える。（成果品は全９７ページ） 

また、県政報告書のデザイン料についても、合理的に説明できる場合の按

分率を適用し、政務活動とは認められないページ、判別がつかないページを

除外した結果、按分率８５％と算定し、政務活動費から支出したものであり、

ガイドラインに則った運用であり、本件支出は適法であると考える。 

 

（ウ）人件費 

      ガイドラインに基づき、支出証拠書類として、勤務実績表兼領収書が添付

されている。 

また、ガイドラインでは、政務活動とその他の議員活動とが混在する場合、

合理的に説明できる場合はその割合で、合理的に説明することが困難な場合

は原則１／２を上限とする割合で按分することとされており、ガイドライン

に則った運用であり、本件支出は適法であると考える。 

 

（４）関係人調査について 

請求人の主張に係る事実状況を把握するため、仁木議員に対し、関係人調査を

実施した。 

聞き取った各項目に係る事実関係は、おおむね次のとおりである。 

ア 調査研究費 

     大学院授業料への政務活動費の充当について、行政であればリスキリング制



 

度があること、大学院の授業料への充当が適法であるという判例（平成２９年

３月３０日広島高等裁判所岡山支部）が出ていたことから、議会と行政の二元

代表制という立ち位置から、行政で許されるべき費用であれば議会においても

充当できると判断し、１０／１０充当した。 

個々の科目ではなく、地域創生専攻として、地方行政、地方自治に関して必

要であるということから、充当することを判断している。 

入学金１５０，０００円は充当すべきでないと判断し、自己負担している。 

履修科目はほとんどが必修で、オンライン、オンデマンドの講義であり、合

同論文指導については旅費・宿泊費を要している。 

合同論文指導は必修科目であり、当時、関西広域連合議会の議員であったの

で、関西広域連合をモデルに地方創生をどうつくっていくかを研究テーマにし

ている。 

 

イ 資料作成費 

     株式会社ワーズブレーンは、過去から取引のある業者であり、徳島の広告代

理店の中でもある程度有名で様々な（他の業界との）繋がりがあることから、

外部委託や諸々の処理が円滑に行えるとともに、他の業者ではできない分野が

あるところ、同社はデザイン・印刷・要約等、一貫性を有している。 

 

ウ 人件費 

  業務日報については作成していない。 

対象職員の業務内容は、議員活動における動画作成や、日々の議員活動にお

ける日程調整、案内・手紙の処理、政治活動の会計関係等である。 

政務活動とその他の議員活動とが混在していたため、政務活動費の充当は 

１／２とした。 

 

２ 判断 

本件請求の監査対象事項に関して、確認した事実関係を基に監査委員が判断した

結果は、次のとおりである。 

なお、これからの判断にあたっては、まず、制度趣旨及び使途基準の適用の考え

方及び、政務活動費に係る一連の手続の妥当性について確認し、これらを踏まえて、

請求人の主張に対する検討を行う。 

 

（１）政務活動費の制度趣旨について 

法において、政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、当該政務活動費に係

る収入及び支出の報告書を、政務活動費の予算執行権を持つ知事ではなく、議会



 

の代表である議長に提出するよう定められ、条例において、報告を受けた議長は、

必要に応じ調査を行い、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透

明性の確保に努めるものとされている。 

このように、政務活動費制度は、立法権と行政権を分離する二元代表制の地方

自治制度に鑑み、議会の自主性、自律性を尊重する仕組みとなっており、知事が

一般的に有する財務会計上の管理権は一定程度制約されていると考えられる。 

判例では、「政務調査費条例及びこれを受けて定められた政務調査費規程は、

（略）議長に対し明細書を添付して収支報告書を提出しなければならない旨定め

ているものの、これらの書類の様式は、概括的な記載がされることを予定してお

り、個々の支出に係る政務調査活動の目的や内容等が具体的に記載されるべきも

のとはしていない。また、上記条例等に、会派が上記の目的や内容等を監査委員

を含め執行機関に具体的に報告しなければならないことを定めた条項は見当た

らない。この趣旨は、政務調査費は議会の執行機関に対する監視の機能を果たす

ための政務調査活動に充てられることも多いと考えられるところ、執行機関と議

会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡の理念にかんがみ、議会に

おいて独立性を有する団体として自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前

提として、政務調査費の適正な使用についての各会派の自律を促すとともに、政

務調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防止しようとするところ

にあるものと解される。」（平成２１年１２月１７日最高裁判所第一小法廷）とさ

れている。このような制度の趣旨を踏まえ、本件請求に係る判断にあたっては、

条例に基づき議長が定めた規程及びガイドラインを尊重して行うものとする。 

 

（２）使途基準の適用の考え方について 

ガイドラインの使途基準については、執行機関から独立した自由な調査研究活

動の確保を考慮したものになっていることが認められ、判例では、「政務調査費

条例及び政務調査費規程の定め並びにそれらの趣旨に照らすと、政務調査費条例

は、政務調査費の支出に使途制限違反があることが収支報告書等の記載から明ら

かにうかがわれるような場合を除き、監査委員を含め区の執行機関が、実際に行

われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性

を審査することを予定していないと解される。」（平成２１年１２月１７日最高裁

判所第一小法廷）とされたものや、「議員の調査研究活動は多岐にわたり、個々の

経費の支出がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断にゆだねられる

部分がある」（平成２２年３月２３日最高裁判所第三小法廷）とされたもの等が

ある。 

以上のことから、ガイドラインにおける使途基準の適用にあたっては、使途基

準が概括的な定めとなっていることや、個々の活動の具体的内容やその成果等の



 

報告は義務付けられていないことからも、会派又は議員の責任に委ねるのが相当

であることが認められる。 

 

（３）政務活動費に係る一連の手続について 

請求対象に係る議員は、ガイドラインの使途基準に基づき、支出が適正である

か、経費の按分が正しいか等について、議員自らの責任において検討を行い、会

派を通じて、議長に対し政務活動に係る経費の報告を行っていることが認められ

た。 

また、議会事務局は、会派に提出された支出報告書について確認を行うととも

に、政務活動費調査委員会においても各支出について、ガイドラインの使途基準

に照らして十分精査しており、書類の調製や金額精査といった基本的事項のチェ

ック以外にも、按分計算の要否等、議員に対し所要の確認を行っており、条例、

規程及びガイドラインに基づき適正に事務が執行されていることが認められた。 

そのほか、政務活動費の交付に係る手続については、交付決定から残余の返還

に至る会計書類について確認を行い、適正になされていることが認められた。 

 

（４）請求人が違法又は不当と主張する各支出項目について 

ア 調査研究費 

     請求人は、関東学院大学大学院の学費は私的目的（自己研鑽・学位取得）が

主であり、最高裁判決の「合理的関連性」要件を満たさず、また、徳島県政と

の関連性が極めて薄く、遠方私立大学の選択に客観的必然性がないと主張して

いる。 

「１（３）議会事務局から確認したこと」で前述した大学院における研究と、

議員の調査研究活動との間に合理的関連性を認める判例に照らし合わせてみ

ると、地域創生専攻において、地方自治を取り巻く諸課題等について研究する

ことは、議員の調査研究活動との合理的関連性が認められないとはいえない。 

また、令和６年度に受講した履修科目についても、地域創生専攻の開講科目

に位置づけられ、例えば、県行政の重要分野の一つである生活保護や地域医療

に関わる社会保障法基礎講義、行政学講義、地域社会論講義、防災・復興論講

義、地方議会論講義に加えて、全国的な議論がなされ、本県議会からも再審規

定の改正を求める意見書が提出されている刑事訴訟法に関する刑事訴訟法基

礎講義など、合理的関連性がないといえるものは見当たらず、徳島県政との関

連性が極めて薄いとはいえない。 

合同論文指導についても、研究テーマが、当時、議員であった関西広域連合

をモデルとした地方創生に関するものであることから合理的関連性が認めら

れないとはいえない。 



 

また、地域創生専攻は、社会人リメディアル教育を根幹に据えていることか

ら、オンライン講義やオンデマンド講義が充実している状況を踏まえると、大

学院の所在地との距離をもって、選択に客観的必然性がないということは認め

られない。 

よって、請求人の違法又は不当なものであるとする主張には理由がない。 

 

イ 資料作成費 

 ａ  会議録要旨作成費関係 

請求人は、「会議録要旨作成費」が、成果物は単なる文字データ数枚に過ぎ

ず、低価の他社見積と比較した上で、民間相場を著しく超過していると主張

している。 

議会事務局は、令和６年度に開催された徳島県議会の延べ３０委員会にお

ける８７７ページの委員会記録を９７ページに要約した上で、加筆・修正を

行い、体系的な報告書へ再構成した編集・構成業務であり、著しく高額とま

ではいえないとの見解である。 

請求人から提出のあった「会議音声の文字起こし」の他社見積については、

テープ起こしであって、仁木議員の質問の重要論点を抽出し、加筆・修正し

たものとは業務が異なるものであり、業務自体が同一の条件で積算されたと

は認められないことから一概に比較できない。 

よって、請求人の違法又は不当なものであるとする主張には理由がない。 

 

ｂ  デザイン料関係 

      請求人は、デザイン料について、私的活動が混在しているにもかかわらず、

年度末に８５％という按分率を適用し、予算残額を意図的に０円に調整した

疑いがあると主張している。 

しかし、ガイドラインに基づき、「合理的に説明できる場合」として、表紙、

冒頭の「ごあいさつ」及び政務活動以外の写真等、政務活動と認められない

部分や、判別のつかない部分を除外した面積による按分割合が適切に適用さ

れていると認められ、また、予算残額も０円になっていないことから、意図

的に０円に調整したということはできない。 

よって、請求人の違法又は不当なものであるとする主張には理由がない。 

 

ウ 人件費 

請求人は、業務内容・勤務実態を証明する資料が一切なく、合理的関連性が

認められないと主張している。 

人件費は、ガイドラインでは、日給・時給制による非常勤雇用を行った場合、



 

勤務実績表兼領収書の添付が規定されており、議会事務局において原本も確認

している。 

また、事務補助・資料作成のために雇った職員に対する費用であり、ガイド

ラインでは、「政務活動とその他の議員活動とが混在する場合」の「合理的に説

明することが困難な場合」には、按分率１／２を適用することが規定されてお

り、本件人件費は当該規定に基づきなされたものであることから、請求人の違

法又は不当なものであるとする主張には理由がない。 

      

３ 結論 

以上、請求人が違法又は不当であると主張する政務活動費に係る支出については、

条例、規程及びガイドラインに基づき交付から精算に至る一連の会計処理において

適正に手続がなされており、かつ、各支出についても、ガイドラインの使途基準に

反するものは認められず、違法又は不当な事実は認められなかった。 

したがって、請求人が違法又は不当な支出があるとして、県へ返還を求める等の   

措置を知事に勧告するよう求めていることについては理由がないので、棄却する。 

なお、本件請求のうち、議長等を対象とするものについては、監査請求の対象と

認められないので、却下する。 


